
生産情報公表農産物のＪＡＳ規格のＱ＆Ａ

平成２０年６月

農林水産省消費・安全局表示・規格課



Ⅰ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格（総論）

問１ 生産情報公表ＪＡＳ規格はどのような経緯で導入されることになったのですか。

問２ 生産情報公表ＪＡＳ制度の目的は何ですか。

問３ 海外で生産され輸入された農産物も生産情報公表農産物の対象とすることができる

のですか。

問４ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格の対象となる農林物資は何ですか。

問５ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格と特別栽培農産物に係る表示ガイドラインとの違

いは何ですか。

問６ 違反が確認された場合、どのような措置がなされるのですか。

Ⅱ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格

(1)（第２条関係・生産情報）

問７ 生産者の氏名又は名称、住所及び連絡先としてどのような情報を書けばよいのです

か。

問８ ほ場の所在地は番地まで公表する必要があるのですか。

問９ 収穫期間は、どのように決めるのですか。

問１０ 農薬の用途別分類、種類及び使用回数の情報とは具体的には何ですか。

問１１ 農薬の用途別分類とは具体的にはどのように公表するのですか。

問１２ 農薬・肥料の情報については、外注した育苗も含めるのですか。

問１３ 肥料の種類及び施用量の情報とは具体的には何ですか。

問１４ 養液栽培の場合、施用量の情報はどのように扱うのですか。

問１５ 化学合成農薬及び化学肥料はどのようなものですか。



問１６ 平成２０年５月に化学合成農薬の定義が改正された理由は何ですか。

問１７ 生産者が使用又は施用した（４）から（７）までの生産資材以外のものとは、ビ

ニール等も含めるのですか。

問１８ 農産物識別番号とは何ですか。

問１９ 長期間収穫する農産物の場合、農産物識別番号はどのように付与するのですか。

問２０ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格では、ＪＡＳ規格の施行前から栽培・管理され

ている農産物についても当該ＪＡＳ規格の対象となるのですか。

、 。問２１ 生産基準で公表する場合 農薬の使用実態と公表方法はどのようになるのですか

(2)（第３条関係・記録、保管及び公表）

問２２ 農産物の場合は、いつからいつまでを生産情報として記録すればよいのですか。

問２３ 生産情報の記録方法は決められているのですか。

問２４ 生産情報の記録の保管方法は決められているのですか。

問２５ 生産情報の公表方法は決められているのですか。

問２６ 生産情報公表農産物の収穫期間の公表はどのようになるのですか。

問２７ 生産情報として公表しなくてもよい情報を公表してもよいのですか。また、その

内容について問われた場合、答える必要はあるのですか。

問２８ 農薬の生産情報はどのように記録し、公表するのですか。

問２９ 生産情報公表ＪＡＳマークが付されていない農産物も、生産情報公表農産物と同

じ生産情報を公表することはできるのですか。

(3)(第４条関係・表示）

問３０ 生産情報公表農産物に表示すべき事項は何ですか。

問３１ 生産情報公表農産物の表示事項と一緒に特別栽培農産物に係る表示ガイドライン



に係る表示を行うことができるのですか。

(4)(第５条関係・化学合成農薬削減割合等の規格）

問３２ 化学合成農薬及び化学肥料の削減割合を算出する時に、最少、最多どちらを農産

物に現に使用したものとして計算に用いるのですか。

問３３ 地方公共団体の定める平均使用回数及び平均窒素成分量は、どこの団体が定めた

ものを使用するのですか。また、外国の場合はどうなりますか。

問３４ 地方公共団体の定める平均使用回数及び平均窒素成分量は、農林水産省の特別栽

培農産物に係る表示ガイドラインに基づき地方公共団体が定めた慣行レベルを利用

してもよいのですか。

(5)(第６条関係・化学合成農薬削減割合等の表示）

問３５ 化学合成農薬削減割合及び化学肥料削減割合を表示する場合、二つとも表示する

必要があるのですか。

問３６ 化学合成農薬削減割合等を表示する場合、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格に基

づかない表示もできるのですか。

Ⅲ 生産行程管理者

(1)生産行程管理者とは

問３７ どのようなものが認定生産行程管理者になれるのですか。

問３８ 認定生産行程管理者はどのような業務を行うのですか。

問３９ 生産行程管理者の中で、農産物の生産業者を構成員とする法人（人格のない社団

又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む ）とは、具体的にどのよう。

なものですか。

問４０ 生産行程管理者は、生産行程の管理又は把握の一部を生産行程管理者以外の者

に委託（外注）することはできるのですか。

問４１ 認定された生産行程管理者について有効期間はありますか。

問４２ 生産行程管理者が認定を受ける場合、農場にある全ての農産物がＪＡＳ規格の基



準に適合しなければ認定されないのですか。

(2)生産行程管理者の認定の技術的基準

問４３ 生産行程管理者が行う生産行程の管理又は把握に関する計画の立案及び推進とは

具体的にどのような内容ですか。

問４４ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格で定められた生産情報等と生産情報等以外の情

報を公表する場合、なぜこれらを分けて公表する必要があるのですか。

問４５ 生産行程管理者の構成員以外の者に生産行程の管理又は把握を委託（外注）して

いる場合、生産行程の管理又は把握を委託（外注）された農産物生産農家等はその

生産情報の記録を保管しなければならないのですか。また、認定生産行程管理者も

保管する必要があるのですか。

問４６ 生産情報の記録の保管の起算はいつからですか。

問４７ 生産行程管理者はどのような担当者を置くのですか。

問４８ 生産情報の公表は委託してもよいのですか。

問４９ 生産情報はいつからいつまで公表するのですか。

問５０ 生産情報公表農産物の格付、ＪＡＳマークの貼付は誰が行うのですか。

問５１ 生産情報公表農産物（きのこ類）における生産情報（生産者が使用又は施用した

その他の資材の名称及び目的）の公表の記載方法はどのようになるのですか。

Ⅳ 小分け業者

(1)小分け業者とは

問５２ どのようなものが小分け業者になれるのですか。

問５３ 認定小分け業者はどのような業務を行うのですか 。

問５４ 生産情報公表農産物の認定小分け業者は、生産情報公表牛肉や生産情報公表豚肉

の小分け業務もできるのですか。

問５５ 小分け業者の認定は、店舗ごとに受ける必要がありますか。



問５６ スーパーマーケットのバックヤードで小分けをする場合、認定小分け業者になる

ことが必要ですか。

問５７ 生産情報公表農産物のＪＡＳマークが付された農産物を市場等に卸すだけの流通

業者又はＪＡＳマークが付してある袋詰めされた生産情報公表農産物を仕入れて店

頭販売する小売販売業者は、は小分け業者の認定が必要なのですか。

問５８ 認定生産行程管理者であるＪＡ等が自ら個包装した農産物にＪＡＳマークを付し

て販売する場合、小分け業者の認定も取る必要があるのですか。

問５９ 一つの登録認定機関から認定を受けた認定小分け業者が、別の登録認定機関から

認定を受けた生産行程管理者又は小分け業者から仕入れた生産情報公表農産物を取

り扱う場合、その登録認定機関から改めて小分け業者の認定を受ける必要があるの

ですか。

(2)小分け業者の認定の技術的基準

問６０ 小分け業者はどのような担当者を置かなければならないのですか。

問６１ 小分け業者は生産情報を公表しなければならないのですか。

Ⅴ その他

問６２ ＪＡＳマークの除去を所有者が行うのは、どのような場合ですか。

問６３ 外食店において、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格に合格した農産物（ＪＡＳマ

ークが貼付された農産物）を使用している旨を、表示することは可能ですか。



- 1 -

生産情報公表農産物のＪＡＳ規格のＱ＆Ａ

この では 「登録認定機関」には登録外国認定機関 「生産行程管理者」には外国Q&A 、 、

生産行程管理者 「小分け業者」には外国小分け業者も含まれます。、

Ⅰ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格（総論）

問１ 生産情報公表ＪＡＳ規格はどのような経緯で導入されることになったのですか。

（答）

１ 平成１３年において、ＢＳＥの発生や食品の不正表示事件を背景に、消費者には食品

に対する不安や不信が生じ、消費者の「食」に対する信頼の回復を図ることは大きな課

題となっていました。

２ このため、消費者の信頼回復を図る方策の一つとして、消費者に食品の生産履歴情報

を提供することは重要な取組であることから、ＪＡＳ制度においてもこうした仕組みを

創設するため、農林物資規格調査会（以下「ＪＡＳ調査会」という ）で審議し、平成。

１５年度から、事業者が自主的に食品の生産情報を消費者に正確に伝えていることを第

三者機関が認定する生産情報公表ＪＡＳ規格を導入することになりました。

問２ 生産情報公表ＪＡＳ制度の目的は何ですか。

（答）

生産情報公表ＪＡＳ制度は、消費者が生産履歴が明らかな食品を安心して購入できるよ

うに、食品の生産情報が正確に記録・保管・公表されているかどうかを農林水産大臣に登

録された第三者機関（登録認定機関）が生産者等を認定し、その生産者等自らがＪＡＳ規

格に適合しているか検査を行い、検査に合格したものにＪＡＳマークを貼付して販売する

ことができるようにした制度です。

本制度により、ＪＡＳマークによって生産履歴が明らかな食品であることを消費者が容

易に識別できるようになり、また、生産者等も、ＪＡＳマークによって、そのような食品

であることを消費者に付加価値としてアピールできるというメリットが期待されます。
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問３ 海外で生産され輸入された農産物も生産情報公表農産物の対象とすることができ

るのですか。

（答）

ＪＡＳ制度では、内外無差別を原則としていますので、外国から輸入された農産物も国

内で生産された農産物と同様に生産情報公表農産物のＪＡＳ規格の対象となります。

生産情報公表農産物のＪＡＳ規格では、外国から輸入された農産物についても国内で生

産された農産物と同様の生産情報の記録・保管・公表を求めており、農産物識別番号によ

り生産情報が記録・保管・公表されているなど生産情報公表農産物のＪＡＳ規格に適合し

ていれば、認定生産行程管理者は、当該農産物に生産情報公表ＪＡＳマークを貼付するこ

とができます。

問４ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格の対象となる農林物資は何ですか。

（答）

生産情報公表農産物の生産の方法についての基準及び品質に関する表示の基準の規格に

適合する農産物は、このＪＡＳ規格の対象となります。

また 単なる切断や穀類の乾燥・調製は加工に該当しないので 加工食品 ではなく 農、 「 」 「

産物」に該当し、本ＪＡＳ規格の対象となり得ます。

具体的には、次に掲げる品目が対象となります。

野 菜：根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類

果実的野菜、その他の野菜

果 実：かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性

果実、その他の果実

米 穀：玄米、精米

麦 類：大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦

雑 穀：とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、はとむぎ、その他の雑穀

豆 類：大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その

他の豆類

問５ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格と特別栽培農産物に係る表示ガイドラインとの

違いは何ですか。

（答）
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（ ） 、特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 平成４年１０月１日４食流第３８８９号 は

法令に基づいて遵守義務を課すものではなく、農産物の生産、流通、販売に携わる人たち

の自発的な取組として自主的に農薬の使用状況等を確認・管理するための生産や表示のル

ールを定めたものです。

一方、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格は、消費者が生産履歴が明らかな食品を安心し

て購入できるように、生産の方法の基準や品質の表示の基準を農林水産大臣が定めるもの

です。この規格に基づき、食品の生産情報が正確に記録・保管・公表されているかどうか

農林水産大臣に登録された第三者機関（登録認定機関）が生産者等を認定し、その生産者

等自らがＪＡＳ規格に適合しているか検査を行い、検査に合格したものにＪＡＳマークを

貼付して販売することができるようにした制度です。

問６ 違反が確認された場合、どのような措置がなされるのですか。

（答）

ＪＡＳマークは国が定めた品質についての基準（品位、成分、性能その他の品質につい

ての基準や生産方法についての基準）に適合することを認証するものであり、不正な行為

がなされないよう、次の措置が定められています。

、 、① 違反が疑われる場合 農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターが

登録認定機関又は認定事業者に対して立入検査等を実施し、事実確認を行います。

② 認定事業者による格付又はＪＡＳマークの表示が適当でない場合は、改善命令やＪＡ

Ｓマークの除去・抹消命令の対象となります。
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Ⅱ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格

(1)（第２条関係・生産情報）

問７ 生産者の氏名又は名称、住所及び連絡先としてどのような情報を書けばよいので

すか。

（答）

農産物を実際に作っている生産者の氏名又は名称、住所及び連絡先の情報を公表する必

要があります。

なお、複数の生産者がいる場合は、代表として生産行程管理者の氏名又は名称、住所及

び連絡先の情報を公表することができます。ただし、個々の生産者の氏名及び住所も必要

となります。その場合、生産者の住所は、原則として大字まで公表することとなります。

問８ ほ場の所在地は番地まで公表する必要があるのですか。

（答）

生産に関する基本情報を基本的にすべて公表するという生産情報公表ＪＡＳの性格から

すれば、ほ場の所在地は番地まで公表する方が望ましいところですが、個人情報保護の観

点から、必ずしも番地まで公表する必要はないと考えています。その場合、ほ場の所在地

は、原則として大字まで公表することとなります。また、生産者のほ場が同一地域内に複

数ある場合は、所在地の次に「他３ほ場」などほ場数を明らかにするよう記載することと

しています。

ただし、外部からの問い合わせがあった場合に備えて、認定生産行程管理者は書類を整

備しておく必要があります。

公表情報例

【○県○市大字○○字○○】

【△県△市大字△△ 他○ほ場】

問９ 収穫期間は、どのように決めるのですか。

（答）

生産行程管理者が同一の生産情報を有する農産物に農産物識別番号ごとに収穫期間を決

める必要があります。

収穫された日が同一の一日のみである場合は、収穫期間「平成○○年○月○日」と公表

する必要があり、平成○○年○月 日から 日までの収穫期間であった場合 「平成○○A B 、

年○月 日～ 日」と公表する必要があります。A B
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問１０ 農薬の用途別分類、種類及び使用回数の情報とは具体的には何ですか。

（答）

農薬にはその用途によって様々な分類の仕方がありますが、生産情報では、殺虫剤、殺

菌剤、除草剤、殺そ剤、植物成長調整剤、誘引剤、展着剤、天敵などを用途別分類として

います。

種類については、農薬の商品名でなく農薬の有効成分名で確認する必要があります。し

かし有効成分を化学名で表示してもわかりにくいため、生産情報で公表する有効成分につ

いては「登録上の種類名」を用いることとしています。

使用回数については、農薬の種類ごとに使用した回数を公表することになりますが、一

つの薬剤で複数の有効成分を含んでいる混合剤の場合は、単純に実際に散布した回数をカ

ウントするのではなく、有効成分ごとの延べ使用回数をカウントする必要があります。

問１１ 農薬の用途別分類とは具体的にはどのように公表するのですか。

（答）

農薬はその用途によって様々な分類の仕方がありますが、生産情報公表農産物で公表さ

れる用途別分類は、以下の表のとおりとなっています。また、生産情報公表農産物のＪＡ

Ｓ規格では、有効成分を公表することになっていますので、殺虫剤、殺菌剤などの用途別

分類に加え、天敵か微生物のいずれかに該当する場合にはこれも合わせて公表する方が適

切です。

なお、農薬によっては、１つの薬剤で殺虫、殺菌、除草、植物成長調整といった用途の

うち２ないし３種類の用途を兼ねて使用されるもの（例：土壌くん蒸剤や石灰窒素）もあ

るので、公表情報では実際の用途に基づき該当するそれぞれの用途別分類を記載する必要

があります。

公表情報としての用途別分類

農 薬 特定農薬（特定防除資材）

農薬取締法第１条の２第１項及び同条第２項の天敵を含む （農薬取締法第２条第１項）（ ）

用途別分類 種類名 用途別分類 種類名

(有効成分) 例 (有効成分)（例）（ ）

殺虫剤 マラソン 殺菌剤 重曹・食酢農作物を加害する害虫、

ダニや線虫を防除する薬

剤

殺虫剤（天敵） オンシツツヤコ 殺虫剤（天敵） ナナホシテントウ農作物を加害する害虫の

バチ天敵

殺虫剤（微生物） ・ 天敵は使用場所と同一都道府県農作物を加害する害虫を BT
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内で採取されたもの。防除する微生物

殺菌剤 マンゼブ ・ 特定農薬（特定防除資材）につ農作物の病気を防除する

いては用途が定められていないた薬剤

殺菌剤（微生物） バチルス・ズブ め、用途別分類は実際の使用目的農作物の病気を防除する

チリス に基づき記載してもかまわない。微生物

殺虫殺菌剤 脂肪酸グリセリ農作物の害虫等と病気を

ド同時に防除する薬剤

植物成長調整剤 ジベレリン農作物の生育を促進した

り、抑制する薬剤

殺菌植調剤 ピロキロン・ウ農作物の病気を防除する

ニコナゾールとともに、生育を促進し

たり、抑制する薬剤

殺虫植調剤 ベンフラカルブ農作物の害虫を防除する

・イナベンフィとともに、生育を促進し

ドたり、抑制する薬剤

除草剤 グリホサートア雑草を防除する薬剤

ンモニウム

除草剤 ザントモナス・雑草を防除する微生物

（微生物） キャンペストリ
＊

ス

殺虫除草剤 石灰窒素農作物の害虫を防除する

とともに、雑草を防除す

る薬剤

殺菌除草剤 石灰窒素農作物の病気を防除する

とともに、雑草を防除す

る薬剤

殺虫殺菌除草剤 石灰窒素農作物の病害虫を防除す

るとともに、雑草を防除

する薬剤

殺鼠剤 クマテトラリル農作物を加害するノネズ

ミなどを防除する薬剤

忌避剤 チウラム害虫や鳥をにおいなどで

忌避する薬剤

誘引剤／交信撹乱 ダイアモルア害虫をにおいなどで誘き

寄せたり、交尾をかく乱剤

する薬剤

展着剤 展着剤他の農薬と混合して用

い、その農薬の付着性を

高める薬剤

＊：平成１８年３月現在食用農作物に適用があるものはない。
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問１２ 農薬・肥料の情報については、外注した育苗も含めるのですか。

（答）

生産情報公表農産物のＪＡＳ規格では、生産情報が農産物の種の段階から収穫・出荷ま

で正確に記録されている必要があります。このため、外注されていても外注先の育苗の管

理記録が必要となります。

なお、農薬取締法施行規則等において、農薬の総使用回数については、は種のための準

備期間を含めた全生産過程における総使用回数とすることが示されており、農薬の使用回

数には、種苗段階からの種子消毒なども含めることになっています。

問１３ 肥料の種類及び施用量の情報とは具体的には何ですか。

（答）

肥料には「植物の栄養に供する物」と「土壌に化学的変化をもたらす物」が該当し、ま

た「特殊肥料」と「普通肥料」の２種類に区分されます。

特殊肥料は、米ぬか、たい肥、家畜の糞尿などのように、農家の経験と五感で品質判断

しやすい物や、肥料の価値や施用量が含有主成分量のみに依存しない物が該当し、現在４

６種類農林水産大臣が指定しています。

普通肥料は、特殊肥料以外の肥料で、一定の規格（公定規格）を満たす肥料が該当し、

現在１４６種類の規格が設定されています。登録されたこれらの肥料は、保証票が貼付さ

れて販売されています。

施用量は、肥料の種類ごと、ほ場ごとに１０ａ当たりに換算して公表することになりま

す。

問１４ 養液栽培の場合、施用量の情報はどのように扱うのですか。

（答）

養液栽培や灌水施肥栽培（養液土耕栽培）の場合は、１０ａ当たりの肥料の施用量を公

表することになります。

肥料の施用量の計算にあたっては、肥料を養液の原液タンクに施用した時点で計算する

必要があります。

問１５ 化学合成農薬及び化学肥料はどのようなものですか。

（答）
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「農薬」とは、農薬取締法第１条の２第１項の農薬（同条第２項の規定により農薬と見

なされる天敵を含む ）をいいます。すなわち農作物等（樹木及び農林産物を含む ）を害。 。

する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌

剤、殺虫剤、その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進

剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいいます。

また「化学合成農薬」とは「農薬」のうち化学合成されたものを言います。例えば、有

機リン系殺虫剤・殺菌剤・除草剤、ピレスロイド系殺虫剤、有機塩素系殺菌剤などです。

なお、農薬取締法上、天敵及び特定防除資材（農薬取締法第２条第１項の特定農薬の

通称）は農薬とみなされますが、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格で削減割合を公表する

場合にあっては、天敵及び特定防除資材を使用しても、農薬を使用していないものとして

扱います （特別栽培農産物に係るガイドラインも同じ考え方です ）。 。

「肥料」とは、肥料取締法第２条第１項の肥料を言います。すなわち、①植物の栄養に

供することを目的として土地に施される物、②植物の栽培に資するため土壌に化学的変化

をもたらすことを目的として土地に施される物、③植物の栄養に供することを目的として

植物に施されるものをいいます。

また、化学肥料とは「肥料」のうち化学合成されたものをいいます。たとえば、硫酸ア

ンモニア（硫安 、塩化アンモニア（塩安 、尿素などです。） ）

問１６ 平成２０年５月に化学合成農薬の定義が改正された理由は何ですか。

（答）

有機農産物のＪＡＳ規格（平成１２年１月２０日農林水産省告示第５９号）の生産の方

法についての基準では、やむを得ない場合に限り使用が認められている化学合成農薬が別

途規定されています。一方、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格で化学合成農薬削減割合を

公表する際に対象となる化学合成農薬は、有機農産物のＪＡＳ規格で使用可能な化学合成

農薬を除外してませんでした。そこで両規格での整合性をとるため、生産情報公表農産物

のＪＡＳ規格で削減割合の公表対象とならない化学合成農薬の範囲の中に有機農産物のＪ

ＡＳ規格で使用可能な化学合成農薬を含めることとしました。

（参考：改正によって化学合成農薬の定義の対象外となった農薬）

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第１０条第１項の農林水産

大臣が定める化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材を定める件（平成１２年農

林水産省告示第１００５号）

次の一及び二に掲げる農薬、肥料及び土壌改良資材であって、その有効成分が化学的に

合成されたものをいう。

一 農薬

硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄・大豆レシチン水和剤、硫黄・銅水和剤、食酢、水和硫

黄剤、生石灰、性フェロモン剤、石灰硫黄合剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹、炭

酸水素ナトリウム・銅水和剤、展着剤、銅水和剤、銅粉剤、二酸化炭素くん蒸剤、メタア
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ルデヒド粒剤、硫酸銅並びにワックス水和剤

二 肥料及び土壌改良資材

（略）

問１７ 生産者が使用又は施用した（４）から（７）までの生産資材以外のものとは、

ビニール等も含めるのですか。

（答）

ここでいう資材とは、農作物に直接使用される又は土壌に直接施される資材であり、パ

イプ、マルチ、ビニール等の間接的に農産物に影響を与える生産資材は含んでいません。

問１８ 農産物識別番号とは何ですか。

（答）

農産物識別番号とは、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格第２条に定められており、同一

の生産情報や同一の化学合成農薬削減割合等の情報を有する農産物を識別するために必要

な番号又は記号であって、認定生産行程管理者が農産物ごとに定めるものをいいます。

なお、認定生産行程管理者は、生産情報を識別番号ごとに正確に記録するとともに、そ

の記録を保管し、事実に即して生産情報を公表しなければなりません。

、 。問１９ 長期間収穫する農産物の場合 農産物識別番号はどのように付与するのですか

（答）

１ 農産物識別番号は、生産情報及び化学合成農薬削減割合等が同一の農産物ごとに生産

行程管理者が付与することが原則となります。

しかし、農産物の中でも長期間にわたり毎日連続して収穫する農産物もあり、収穫す

る度に農産物識別番号を付与し公表することは、実際上極めて繁雑で対応が困難である

ことから、当該農産物の生産情報が生産基準に明記されているものについては、生産基

準により農産物識別番号を付与することもできます。この場合、公表情報については、

「生産基準に基づく公表」を行った旨、公表する必要があります。

なお、やむを得ない事由が発生し、生産基準からはずれたものについては、新たに別

の生産基準を設けて、新たに農産物識別番号を設定する必要があります。

２ 「生産基準に基づく公表」の生産基準に相当する「栽培管理計画表」は （生産者が、

持ち込む実際の情報を基に公表内容を確定することが基本ではあるものの ）生産行程、

に変更の可能性が低い場合、先に栽培管理計画表を作成・公表することにより、統一さ

れた生産管理方法により生産されたものは全てＪＡＳ規格の対象とすることが効率的で
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あることから推奨するものです。

（この場合、栽培管理計画に合致しない条件で栽培されたきのこは本ＪＡＳ規格の対

象外とする。なお、新たに基準を設け別の識別番号で公表することは可能です ）。

なお、きのこの培地基材等においては追加使用する可能性もあり、これを予め公表情

報として記載することも効率化のひとつの方策です。

問２０ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格では、ＪＡＳ規格の施行前から栽培・管理さ

れている農産物についても当該ＪＡＳ規格の対象となるのですか。

（答）

生産情報公表農産物のＪＡＳ規格の施行前に栽培・管理されていた農産物等であって

も、当該ＪＡＳ規格に定められている生産情報が、適切に記録、保管されている農産物に

あっては、当該ＪＡＳ規格の格付の対象とすることができます。
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問２１ 生産基準で公表する場合、農薬の使用実態と公表方法はどのようになるのです

か。

（答）

前作最後の収穫の直後を起点とし、当該農産物の最後の収穫までを生産過程として、生

産基準に基づき確実に農薬の使用を決め、公表の根拠とする必要があります。

しかし、収穫前期と収穫後期とで生産情報が違ってくる場合もあることから、次の表に

基づき公表することとします。

＜生産基準＞

３回 ７回 ＜使用実態＞ ＜公 表＞

（ 最 低 及 び 最 高 と も に 最 低 基 準 外 ）１回 ２回

１回～２回 ３回～７回

（ 最 低 が 基 準 外 ）１回 ４回

１回～４回 ３回～７回

（ 最 低 及 び 最 高 と も に 基 準 内 ）４回 ５回

４回～５回 ３回～７回

（ 最 高 が 基 準 外 ）４回 ８回

４回～８回 ×

（注）

（ 最 低 及 び 最 高 と も に 基 準 外 ）１回 ８回

１回～８回 ×

（注）

（注）８回使用した農産物については、対象外とするか、または、新たな農産物識別番号

と新たな生産情報（又は生産基準）により公表することが必要。
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(2)（第３条関係・記録、保管及び公表）

、 。問２２ 農産物の場合は いつからいつまでを生産情報として記録すればよいのですか

（答）

生産情報の記録は、農作物ごとに前作収穫後から当該農産物の収穫終了までを記録する

必要があります。

問２３ 生産情報の記録方法は決められているのですか。

（答）

生産情報の記録方法については、様式は定められていませんが、生産情報が農産物の農

産物識別番号ごとに記録されているとともに、生産情報として公表している内容と記録し

ている内容を第三者が容易に比較対照できる方法で整理しておく必要があります。

問２４ 生産情報の記録の保管方法は決められているのですか。

（答）

生産情報の記録の保管方法は、特に定められていません。このため、紙や電子媒体等に

よる保管が可能ですが、生産情報の記録は農産物の格付から３年以上保管することとなっ

ていますので、記録を紛失しないように適切に管理する必要があります。

なお、記録を紛失した場合、公表されている生産情報が当該生産情報公表農産物に係る

生産情報であることが明らかでなくなります。このことは、農林物資の規格化及び品質表

示の適正化に関する法律施行規則（昭和２５年農林省令第６２号。以下「ＪＡＳ法施行規

則」という ）第７２条に定める「公表されている生産情報が当該生産情報公表農産物に。

係る生産情報であることが明らかでなくなること 」に該当することから、農林物資の規。

格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号。以下「ＪＡＳ法」

という ）第１９条の１２の規定により当該農産物を所有する生産業者又は販売業者が、。

ＪＡＳマークの除去・抹消を行う必要があります。

問２５ 生産情報の公表方法は決められているのですか。

（答）

生産情報の公表方法は、ファックス、ホームページ等消費者が生産情報を入手すること

が可能な方法であれば、その方法は問いません。
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問２６ 生産情報公表農産物の収穫期間の公表はどのようになるのですか。

（答）

収穫期間の公表については、生産行程管理者が農産物ごとに農産物識別番号で毎日収穫

管理する場合には 「○年○月○日」と期日を公表し、農産物を一定の期間で農産物識別、

番号で管理する場合には 「○年○月○日～○年○月○日」と期間を公表することになり、

ます。

問２７ 生産情報として公表しなくてもよい情報を公表してもよいのですか。また、そ

の内容について問われた場合、答える必要はあるのですか。

（答）

生産情報公表農産物のＪＡＳ規格で定められている生産情報以外の情報を事実に即して

公表することは可能です。

また、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格で定められている生産情報も含めて公表するこ

ととされている情報については、事業者の当然の責務として消費者等からの問い合わせに

対し応答する必要があると考えます。

なお、栽培方法や品種などについては、公表すべき生産情報に該当しませんが、消費者

等からの問い合わせに答えるため台帳等には記録した方がよいと考えます。

問２８ 農薬の生産情報はどのように記録し、公表するのですか。

（答）

生産情報の記録方法について、様式は定められていませんが、農産物ごとに情報を記録

するとともに生産情報として公表している内容と記録している内容を第三者が容易に比較

対照できる方法で整理しておく必要があります。

また、ＪＡＳ規格において公表すべきとされているのは、農薬の用途別分類、種類及び

使用回数です。

問２９ 生産情報公表ＪＡＳマークが付されていない農産物も、生産情報公表農産物と

同じ生産情報を公表することはできるのですか。

（答）

生産情報公表ＪＡＳマークが付されていない農産物についても、各々の事業者が生産情

報公表農産物の生産情報と独自の任意情報を公表することは可能です。

ただし、生産情報公表ＪＡＳマークが付されていれば、生産情報が事実に即して正確に

、 。公表されていることが証明されるので 消費者からの信頼が得られやすいものと考えます
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(3)(第４条関係・表示）

問３０ 生産情報公表農産物に表示すべき事項は何ですか。

（答）

生産情報公表農産物についても、一般の農産物と同様にＪＡＳ法及びその他の法令等に

定められている表示事項を表示することとなりますが、生産情報公表農産物では、生産情

報公表ＪＡＳマークが付されるとともに、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格に定める事項

を表示しなければなりません。具体的には、次の事項を表示しなければなりません。

( ) 名称1
その内容を表す一般的な名称に近接して「生産情報公表農産物」と表示します。

( ) 農産物識別番号2
( ) 生産情報の公表の方法3

ファックス番号、ホームページアドレス等生産情報を入手するために必要な連絡先を

表示します。

問３１ 生産情報公表農産物の表示事項と一緒に特別栽培農産物に係る表示ガイドライ

ンに係る表示を行うことができるのですか。

（答）

生産情報公表農産物の表示事項のほかに特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づ

く表示を行うことは可能です。

このように生産情報公表農産物では、農薬等の削減割合を特別栽培農産物に係る表示ガ

イドライン又は生産情報公表農産物の日本農林規格第６条に基づき任意で表示することが

可能なことから、認定生産行程管理者はどちらの表示方法により農薬等の削減割合を表示

しているか内部規程で定めておくことが望ましいと考えます。

また、特別栽培農産物に係る表示ガイドライン及び生産情報公表農産物の日本農林規格

に基づく農薬等の削減割合の表示の方法等には相違があることから両方の農薬等の削減割

合を表示する場合は、消費者に優良誤認を与えないよう表示する必要があります。

（参考）特別栽培農産物及び生産情報公表農産物の農薬の削減割合の表示例

○ 特別栽培農産物・・・ 節減対象農薬：○○地域比７割減）（

（ （ ））○ 生産情報公表農産物・・・ 化学合成農薬削減割合：７割 対○○平均使用回数比
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(4)(第５条関係・化学合成農薬削減割合等の規格）

問３２ 化学合成農薬及び化学肥料の削減割合を算出する時に、最少、最多どちらを農

産物に現に使用したものとして計算に用いるのですか。

（答）

化学合成農薬及び化学肥料ともに「最多」値を用いることになります。

問３３ 地方公共団体の定める平均使用回数及び平均窒素成分量は、どこの団体が定め

たものを使用するのですか。また、外国の場合はどうなりますか。

（答）

比較の基準として設定する平均使用回数及び平均窒素成分量は、県・市町村で定めてい

るものについて、すべて比較の対象として使用することができます。

外国にあっては、日本の地方公共団体に準ずる公共機関が定めたものを使用することに

なります。

問３４ 地方公共団体の定める平均使用回数及び平均窒素成分量は、農林水産省の特別

栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき地方公共団体が定めた慣行レベルを

利用してもよいのですか。

（答）

利用することも可能です。
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(5)(第６条関係・化学合成農薬削減割合等の表示）

問３５ 化学合成農薬削減割合及び化学肥料削減割合を表示する場合、二つとも表示

する必要があるのですか。

（答）

化学合成農薬削減割合等の規格では、生産情報公表農産物の日本農林規格第２条の生産

情報のほかに、追加して化学合成農薬削減割合や化学肥料削減割合を公表することができ

る規格となっているため、両方表示することもでき、また、一方だけを表示することも可

能です。

問３６ 化学合成農薬削減割合等を表示する場合、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格に

基づかない表示もできるのですか。

（答）

生産情報公表農産物の日本農林規格第６条の表示禁止事項において「表示事項の基準に

掲げる事項の内容と矛盾する用語を表示してはならないこと」になっていることから、Ｊ

ＡＳ格付された農産物については、化学合成農薬削減割合等を表示する場合、規格に定め

られた方法で表示する必要があります。
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Ⅲ 生産行程管理者

(1)生産行程管理者とは

問３７ どのようなものが認定生産行程管理者になれるのですか。

（答）

生産行程管理者になれるものについては、農林物資の生産行程を管理し、又は把握する

ものとして、ＪＡＳ法施行規則第２７条により、

（１）農産物の生産業者

（２）農産物の生産業者を構成員とする法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理

人の定めのあるものを含む ）。

（３）農産物の販売業者

と定められています。

なお、農産物の生産業者とは、農産物を生産する業者を指し、育苗はするが、農産物は

生産しない種苗育成農家などは単独で認定を受けることはできず、認定を受ける場合は、

上記（２）のように生産農家を構成員とする法人や人格のない社団又は財団の一員となっ

て、一体的に認定を受ける必要があります。

（ ） （ ） 、 、この １ から ３ のいずれかに該当する者が 認定生産行程管理者となるためには

登録認定機関に対し認定申請を行い、当該登録認定機関により、農林水産省告示で定める

「生産情報公表農産物についての生産行程管理者の認定の技術的基準 （平成１７年７月」

２９日農林水産省告示第１２５８号）に適合していることを確認され、認定を受けなけれ

ばなりません。

問３８ 認定生産行程管理者はどのような業務を行うのですか。

（答）

、 、 、 、認定生産行程管理者は 主に ①農産物の生産行程を管理し 又は把握するものとして

農産物の生産から出荷までの生産行程を管理・把握する業務、②生産情報を事実に即して

公表する業務、及び③生産情報が記録・保管・公表され、ＪＡＳ規格に適合しているかど

うか検査を行い、適合している農産物にＪＡＳマークを付する業務（格付及び格付の表示

を付する業務）を行うことになります。

また、①の業務の一部を外注（委託）することは可能ですが、この場合には、生産行程

管理者は外注先をきちんと管理して常に生産行程の管理・把握を行っておく必要がありま

す。

なお、③の格付及び格付の表示の付すことは、ＪＡＳ法第１８条第１項第２号により、

認定生産行程管理者以外の者がＪＡＳマークを付すことは禁止されていることから、第三

者に外注（委託）することはできません。
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問３９ 生産行程管理者の中で、農産物の生産業者を構成員とする法人（人格のない社

団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む ）とは、具体的にどの。

ようなものですか。

（答）

生産情報公表農産物のＪＡＳ規格については、農産物の生産農家が複数関与してくるた

め、生産行程の管理方法についても、

（１）例えば、生産農家が生産行程管理者となり、生産情報公表農産物に係る生産行程を

管理する場合（この場合、生産農家自身によるＪＡＳマークの貼付が必要）

（２）ＪＡと生産農家がグループを構成し、一体的認定を受けて生産行程を管理する場合

（この場合、ＪＡは生産行程管理者の構成員となっており、ＪＡＳマークを貼付する

ことが可能）

といった方法が考えられます。

このうち、ＪＡＳ法施行規則第２７条第２項に掲げる「当該農林物資の生産業者を構成

員とする法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む 」。）

は、上記の（２）の場合を想定しています。

なお、グループとして生産行程管理者の認定を受ける場合（人格のない社団又は財団に

該当する場合）には、当該グループに代表者又は管理人をおくとともに、その構成員が明

確になっている必要があります。

問４０ 生産行程管理者は、生産行程の管理又は把握の一部を生産行程管理者以外の者

に委託（外注）することはできるのですか。

（答）

生産行程管理者は 生産行程の管理又は把握の一部を生産行程管理者以外の者に委託 外、 （

注）することができます。

委託（外注）を行って認定を受ける場合でも、全ての責任は生産行程管理者となること

から、生産行程管理者は、委託（外注）先をきちんと管理して常に生産行程の管理又は把

握を行う必要があります。

問４１ 認定された生産行程管理者について有効期間はありますか。

（答）

ＪＡＳ法では、一度認定を受けると、認定の取消を受けない限り有効です。ただし、登

録認定機関が失効した場合は、当該登録認定機関から認定を受けた認定事業者（認定生産

行程管理者・認定小分け業者）の認定も自動的に失効するため、新たに別の登録認定機関

の認定を受ける必要があります。
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問４２ 生産行程管理者が認定を受ける場合、農場にある全ての農産物がＪＡＳ規格の

基準に適合しなければ認定されないのですか。

（答）

生産行程管理者の農場にある全ての農産物がＪＡＳ規格に適合する必要はなく、生産情

報公表農産物にしようとする農産物について、ＪＡＳ規格の基準に従って管理されていれ

ば問題ありません。

(2)生産行程管理者の認定の技術的基準

問４３ 生産行程管理者が行う生産行程の管理又は把握に関する計画の立案及び推進と

は具体的にどのような内容ですか。

（答）

生産行程管理者は、生産情報公表農産物の生産行程の管理又は把握のため、①目的及び

生産方針に関する事項、②組織に関する事項、③種苗及び資材の入手に関する事項、④肥

培管理及び有害動植物の防除に関する事項、⑤収穫・集荷・出荷に関する事項、⑥記録に

関する事項、⑦生産基準の見直しに関する事項などの計画を立てる必要があります。

特に、生産基準については、作付け計画、栽培計画、防除及び施肥などについて詳細な

基準を作る必要があります。

問４４ 生産情報公表農産物のＪＡＳ規格で定められた生産情報等と生産情報等以外の

情報を公表する場合、なぜこれらを分けて公表する必要があるのですか。

（答）

ＪＡＳ規格で定める生産情報は公表することが必須ですが、それ以外の生産情報等は生

産行程管理者が任意で公表するものであり、消費者に誤認を与えないためにも、公表する

に当たっては、この２つを区分して公表することが望ましいと考えています。

なお、生産情報を公表する際の様式等は定められていません。

問４５ 生産行程管理者の構成員以外の者に生産行程の管理又は把握を委託（外注）し

ている場合、生産行程の管理又は把握を委託（外注）された農産物生産農家等は

その生産情報の記録を保管しなければならないのですか。また、認定生産行程管

理者も保管する必要があるのですか。

（答）
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生産情報の保管の責任を有するのは、認定生産行程管理者自身です。

したがって、認定生産行程管理者は、生産行程の管理又は把握の委託を受けた者から生

産情報の記録を送ってもらい、これを保管する必要があります。

また、①生産行程管理者が記録内容の確認を行うため、又は②登録認定機関の定期調査

等において生産情報が正確であるかの証明を行うために、委託を受けた各々の生産農家に

おいても記録を保有することが望ましいと考えられます。

問４６ 生産情報の記録の保管の起算はいつからですか。

（答）

生産情報の記録の保管は 「生産情報公表農産物についての生産行程管理者の認定の技、

術的基準」により、生産情報公表農産物の対象となる農産物が格付された日から３年以上

保管することとなっています。

問４７ 生産行程管理者はどのような担当者を置くのですか。

（答）

生産行程管理者は、生産行程管理者の構成員の中から、

（１）生産行程を管理又は把握する者として、生産行程管理担当者

（２）生産情報等の公表を担当する者

（３）ＪＡＳ規格に適合しているか検査を行い、ＪＡＳマークを付する格付担当者

を置くことが必要です。

生産行程管理担当者及び格付担当者については 「生産情報公表農産物についての生産、

行程管理者の認定の技術的基準」に資格要件及び人数が定められています。

問４８ 生産情報の公表は委託してもよいのですか。

（答）

生産行程管理者は生産情報公表農産物についての生産情報を記録・保管・公表すること

となっており、生産行程管理者の構成員である生産情報等の公表を担当する者が生産情報

等を公表する必要があります。

生産情報の公表にあたって、インターネットによる公表を行う場合など、外部の事業者

にインターネットへの掲載の技術的作業について委託することは可能ですが、外部の事業

者はあくまでインターネットサイトの提供を行う「ツール」としての存在にすぎず、生産

情報の公表の責任は生産行程管理者の生産情報等の公表を担当する者に帰属します。

すなわち、生産行程管理者の生産情報等の公表を担当する者は、正しい生産情報が公表

されているか常に確認する責任があり、公表されていた生産情報等がインターネットへの
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掲載の技術的作業を委託された者の間違い等に起因した誤ったものであっても、情報が不

正確であることを見逃した生産行程管理者が責任を負うことになります。

問４９ 生産情報はいつからいつまで公表するのですか。

（答）

生産情報の公表は 「生産情報公表農産物についての生産行程管理者の認定の技術的基、

準」により、生産情報公表農産物の対象となる農産物が格付された日から３年以上公表す

ることとなっています。

ただし、農産物識別番号に対応する生産情報公表農産物のすべての格付が行われた日か

ら最終消費者に販売された日までの日数と、当該生産情報公表農産物の特性を考慮して内

部規定で定めた日数との、合計日数が３年未満であるときは、その合計日数以上公表すれ

ば足りることとされています。すなわち合計日数が３０日だった場合にあっては、格付さ

れた日から３０日を経過すれば、その生産情報公表農産物に係る生産情報の公表を取りや

めることができます。

問５０ 生産情報公表農産物の格付、ＪＡＳマークの貼付は誰が行うのですか。

（答）

ＪＡＳ法第１８条第１項第２号は、認定生産行程管理者以外の者が農林物資又はその包

装、容器若しくは送り状に格付の表示を付すことを禁止していることから、生産情報公表

農産物についても、認定生産行程管理者自身が格付を行い、ＪＡＳマークを貼付しなけれ

。 、ばなりません 認定生産行程管理者又はその構成員以外の者に委託して格付を行わせたり

ＪＡＳマークを貼付させることはできません。

問５１ 生産情報公表農産物（きのこ類）における生産情報（生産者が使用又は施用し

たその他の資材の名称及び目的）の公表の記載方法はどのようになるのですか。

（答）

１ 生産情報公表農産物における生産情報（生産者が使用又は施用したその他の資材の名

称及び目的）の公表の記載方法については、生産者が識別番号（ロット）の管理軽減の

ため、個別資材（原木、おがこ、こめぬか・・・）以外に「樹木由来の資材 「農産物」、

由来の資材 「畜産物由来の資材 「その他資材」などの大括りにして公表することも」、 」、

検討してきましたが、

（１）生産情報公表ＪＡＳ規格では、生産情報を事実に即して公表することが求められて

おり、すべての使用した資材等を公表することが規格の趣旨から望ましく、消費者ニ

ーズに合致した公表の方法であること。
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（２）生産情報公表農産物におけるきのこ類の資材等に関する生産情報については、培地

基材・栄養材や添加材・増収材が主たる資材となることから、資材に係る公表情報の

ほとんどが「生産者が使用又は施用したその他の資材の名称及び目的」の項目に該当

する。

こうした中で 樹木由来の資材 農産物由来の資材 畜産物由来の資材 そ、「 」、「 」、「 」、「

の他の資材」という記載方法では、消費者への情報提供という観点から不十分と考え

られること。

（３）なお、①生産情報公表農産物のＪＡＳ調査会部会での検討過程でも、消費者委員か

。 、 、らすべて使用した資材については公表を求められていること ②農産物の果実 野菜

米では「生産者が使用又は施用したその他の資材の名称及び目的」に公表情報を記載

する場合、個別資材ごとに木酢液や微量元素名を記載することとしている。また、生

産情報公表豚肉において、食品工場から出てくる食品残さについても菓子くず、ビー

ルかすなど具体的名称を公表していることからみて、きのこ類について別扱いするこ

とは難しいことから 「生産者が使用又は施用したその他の資材の名称及び目的」に、

公表情報を記載する場合には、個別資材の名称及び目的を公表する必要があると考え

ます。

２ なお、生産情報（生産者が使用又は施用したその他の資材の名称及び目的）の書き方

については、資材入手状況等によって、使用したり使用しなかったりする資材がある場

合に、その度に公表情報を変更することは、実際上極めて繁雑で対応が困難であること

に鑑み、次のような記載方法を認めることとします。

（例１）

培地基材・栄養材：おがこ、バーク発酵物、コーンコブミル、ふすま、海草、

カキ殻、チップ、コーンコブ、カニ殻

注）資材入手状況によっては、上記のうち、チップ、コーンコブ、ふすま、カニ殻を

使用しない場合もある。

（例２）

培地基材・栄養材：おがこ、バーク発酵物、コーンコブミル、ふすま、海草、

カキ殻

注）資材入手状況によっては、上記のほかチップ、コーンコブ、カニ殻を使用する場

合もある。
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Ⅳ 小分け業者

(1)小分け業者とは

問５２ どのようなものが小分け業者になれるのですか。

（答）

、 、ＪＡＳ法第１５条に定められている農林物資の小分けを業とする者であり 具体的には

市場、スーパー、八百屋等が該当します。

認定小分け業者になるためには、登録認定機関に対して認定申請を行い、当該登録認定

機関により、農林水産省告示で定める「生産情報公表農産物についての小分け業者の認定

の技術的基準 （平成１７年７月２９日付け農林水産省告示第１２５９号）に適合してい」

ることが確認され、認定を受けなければなりません。

問５３ 認定小分け業者はどのような業務を行うのですか。

（答）

認定小分け業者は、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格に適合したＪＡＳマークの付して

ある農産物を小分けする場合（例えば、箱単位で格付された農産物をさらに１個単位の小

包装に小分けする場合）に、小分け前の農産物に付してあるＪＡＳマークと同じＪＡＳマ

ークを小分け後の農産物に新たに付する業務を行います。

小分け前にＪＡＳマークの付してある農産物について、小分け後の農産物に小分け前に

付してあるＪＡＳマークと同一のＪＡＳマークを付すことができるのは、認定小分け業者

、 。だけであり それ以外の者がこのようなＪＡＳマークの貼り替えをすることはできません

問５４ 生産情報公表農産物の認定小分け業者は、生産情報公表牛肉や生産情報公表豚

肉の小分け業務もできるのですか。

（答）

小分け業者の認定は、農林物資の種類ごとに行われることから、生産情報公表農産物だ

けの認定を受けた小分け業者が、認定を受けていない生産情報公表牛肉や生産情報公表豚

肉の小分け業務（ＪＡＳマークの貼り替え）を行うことはできません。

生産情報公表牛肉や生産情報公表豚肉の小分け業務を行うには、改めて生産情報公表牛

肉や生産情報公表豚肉の小分け業者の認定を受けなければなりません。

問５５ 小分け業者の認定は、店舗ごとに受ける必要がありますか。
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（答）

小分け業者の認定は、ＪＡＳ法第１５条第１項に基づき、小分け業務（ＪＡＳマークの

貼り替え）を行う事業所（具体的には、店舗）ごとに受けなければなりません。

問５６ スーパーマーケットのバックヤードで小分けをする場合、認定小分け業者にな

ることが必要ですか。

（答）

１ ＪＡＳマークが付されている生産情報公表農産物について、スーパーマーケットのバ

ックヤードで小分けを行い、小分けした商品に新たに生産情報公表ＪＡＳマークを付す

場合には、小分け業者の認定を受ける必要があります。

２ しかしながらＪＡＳマークが付された生産情報公表農産物について、小分け行為を行

わずにそのままの状態により販売する場合や、小分けは行なうが、新たにＪＡＳマーク

を付さず販売する場合は、小分け業者の認定を受ける必要はありません。

問５７ 生産情報公表農産物のＪＡＳマークが付された農産物を市場等に卸すだけの流

通業者又はＪＡＳマークが付してある袋詰めされた生産情報公表農産物を仕入れ

て店頭販売する小売販売業者は、小分け業者の認定が必要なのですか。

（答）

単にＪＡＳマークが付された生産情報公表農産物を仕入れて、それを小分けせず販売す

る（卸す）場合は、ＪＡＳマークを新たに貼付する行為がありませんので、小分け業者の

認定を受ける必要はありません。

問５８ 認定生産行程管理者であるＪＡ等が自ら個包装した農産物にＪＡＳマークを付

して販売する場合、小分け業者の認定も取る必要があるのですか。

（答）

小分け業者として認定が必要なのは、小分けに伴ってＪＡＳマークを貼り替える必要が

ある場合に限られます。

本件のようにＪＡ等が認定生産行程管理者となってＪＡＳ規格に適合しているかどうか

検査を行い、最終製品である個包装にＪＡＳマークを貼付すれば、ＪＡＳマークの貼り替

えの過程がありませんので、小分け業者の認定を受ける必要はありません。

問５９ 一つの登録認定機関から認定を受けた認定小分け業者が、別の登録認定機関か
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ら認定を受けた生産行程管理者又は小分け業者から仕入れた生産情報公表農産物

を取り扱う場合、その登録認定機関から改めて小分け業者の認定を受ける必要が

あるのですか。

（答）

他の登録認定機関から認定を受けた生産行程管理者又は小分け業者からの生産情報公表

農産物を取り扱う場合であっても、その認定機関から改めて小分け業者の認定を受ける必

要はありません。

(2)小分け業者の認定の技術的基準

問６０ 小分け業者はどのような担当者を置かなければならないのですか。

（答）

小分け業者は、

（１）小分け業務を行う者として、小分け担当者

（２）小分け担当者が複数いる場合は、小分け担当者の中から小分け責任者

（３）小分け前にＪＡＳマークが付してある農産物を小分けして、小分け後の農産物にＪ

ＡＳマークを付する格付の表示を担当する者

を置くことが必要です。

また、これらの担当者は、実際に小分けを行うそれぞれの事業所に配置されていなけれ

ばなりません。

小分け担当者及び格付の表示を担当する者については 「生産情報公表農産物について、

の小分け業者の認定の技術的基準」に資格要件及び人数が定められています。

問６１ 小分け業者は生産情報を公表しなければならないのですか。

（答）

生産情報公表農産物の小分け業者は、生産情報を公表する必要はありません。

なお、生産情報公表牛肉や豚肉の場合、小分けの過程において生産情報公表牛肉や豚肉

がいずれの肉から得られたものであるかを識別することが困難になる場合があるため、当

該牛肉や豚肉に荷口番号を付与することがあります。この場合、小分け業者が生産情報を

公表する必要があります。
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Ⅴ その他

問６２ ＪＡＳマークの除去を所有者が行うのは、どのような場合ですか。

（答）

生産情報公表農産物のＪＡＳ規格に適合した農産物にＪＡＳマークを付した後、ＪＡＳ

法施行規則第７２条に定める次の事項に該当する場合は、所有者がＪＡＳマークを除去・

抹消を行う必要があります。

（１）生産情報の公表が取りやめられること

（２）公表されている生産情報が当該生産情報公表農産物に係る生産情報であることが明

らかでなくなること

（３）公表されている生産情報が事実に反していること

（４）生産情報公表農産物以外の農林物資と混合すること

（１）～（４）に該当する事例として以下のようなものがあります。

① 生産情報の公表期間内にもかかわらず、生産行程管理者が当該生産情報の公表を取

りやめていた。

② 生産情報を公表中にもかかわらず、生産行程管理者が当該生産情報の記録を紛失、

廃棄していた。

③ ＪＡＳマークを付して出荷した農産物の公表している使用した農薬の使用回数が、

実際に使用した農薬の使用回数と異なる事実が判明した。

④ 認定の対象でないほ場等で生産された農産物と認定されたほ場等で生産された農産

物を混合し、その農産物にＪＡＳマークを付して出荷した。

問６３ 外食店において、生産情報公表農産物のＪＡＳ規格に合格した農産物（ＪＡＳ

マークが貼付された農産物）を使用している旨を、表示することは可能ですか。

（答）

外食店において、生産情報公表農産物の農産物を仕入れて調理した場合、その内容（生

産情報）が事実に即して正しいものであれば、メニュー等に生産情報公表農産物を使用し

ている農産物である旨を表示することは可能です。

但し、表示する場合、どの農産物が「生産情報公表農産物」の農産物であるか特定し、

消費者へ誤認させることなく、表示内容を正しく伝える必要があります。


